
Ⓐ【確認済証】 Ⓑ【確認通知書】

●戸建をご購入またはご建築予定の方、戸建のお借換えご希望の方（書類がない場合はご相談ください）
　建物が法律に適合しているかを確認する必要があるため、お申込み時点で、建築確認申請書一式、
　および建築確認済証、建築確認申請時の添付図面一式（配置図・平面図・間取図・立面図）のご提出を
　お願いしております。
　（上記ⒶⒷ のいずれかをご用意ください。）
　・ご提出いただいた書類は原則としてお返しできません。

■建築確認済証または建築確認通知書の見本


